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令和６年第１回定例会（２月議会）予算及び付託議案審査関係資料（当初関係）

令和６年２月２０日

企 画 振 興 部

【予算関係】

・・・市 町 村 課 知事選挙費について ３

・・・ﾃ゙ ｼ゙ ﾀﾙ政策推進課 行政事務用パソコン整備事業について ５

・・・行政情報ネットワーク再構築事業について ６

・・・新財務会計システム構築事業について ８

・・・調 査 統 計 課 令和６年度に実施する主な統計調査について １０

・・・国 際 課 日本語教育環境整備推進事業について １４

【議案関係】

市 町 村 課 「市町村への権限移譲の推進に関する条例の一部を改正する条例案」について

・・・（議案第７３号） １６

ﾃ゙ ｼ゙ ﾀﾙ政策推進課 「秋田県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改

・・・正する条例案」について（議案第７４号） １９
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知事選挙費について

市町村課

１ 目的
令和７年４月に執行見込みの知事選挙に当たり、市町村に事務費を交付するとともに、投票用紙の印刷等を

行い、適正かつ円滑な選挙の執行を図る。

２ 内容
（１）選挙事務費市町村交付金（市町村執行分）

市町村が行う投票所やポスター掲示場の設置等に要する経費を交付する。

（２）事務費（県執行分）

投票用紙や選挙公報の印刷等を行う。

３ 予算額

２６９，６８１千円（ ２６９，６８１千円）

（１）選挙事務費市町村交付金（市町村執行分） ２５２，２９５千円

投票所、共通投票所、期日前投票所経費 １３４，１７３千円

ポスター掲示場費 ４６，２９０千円

選挙公報発送費等 １６，４１２千円

事務費（人件費、通信費等） ５５，４２０千円

（２）事務費（県執行分） １７，３８６千円

投票用紙印刷費 ６，５００千円

選挙公報印刷費 ６，０３０千円

その他事務費（人件費、旅費等） ４，８５６千円
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【参考】年度別の主な経費内訳 （単位：千円）

区 分 令和６年度 令和７年度（見込額） 計
選挙事務費市町村交付金 投票所経費、ポスター掲示場費、 投･開票所経費、ポスター掲示場費、
（市町村執行分） 選挙公報発送費等、事務費 選挙公報発送費等、事務費
予 算 額 ２５２，２９５ ２４７，２２６ ４９９，５２１
選挙公営・事務費 投票用紙・選挙公報印刷費、 選挙公営費(自動車・ポスター等)、
（ 県 執 行 分 ） その他事務費 選挙啓発費、その他事務費
予 算 額 １７，３８６ ６４，６３５ ８２，０２１

計 ２６９，６８１ ３１１，８６１ ５８１，５４２
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行政事務用パソコン整備事業について

デジタル政策推進課

１ 目的

ペーパーレス化や業務効率化などの柔軟な働き方の実現を図るため、可搬型の行政事務用パソコン等の整備やコ

ラボレーションツールの実証実験を行う。

２ 内容

（１）行政事務用パソコン等の更新

①一般職員用としてノート型パソコンを新たに借上げる（４，５７０台）。

②会計年度任用職員等用として現行の一般職員用を再借上げする（１，４００台）。

※賃貸借期間：令和６年９月１日から令和１１年８月３１日まで（６０か月：長期継続契約）

（２）コラボレーションツールの活用

①一部職員にコラボレーションツールを配付して実証実験を行う（６００ライセンス）。

コラボレーションツール：複数の人が共同でプロジェクトやタスクを効果的に管理し、コミュニケーションを

円滑に行うためのソフトウェア

３ 予算額

２７９，９３０千円（ ５，７４４千円、 ２７４，１８６千円）

：公営企業会計適用組織からのシステム利用負担金

使用料及び賃借料 ２７７，２２５千円

需用費等 ２，７０５千円

※使用料及び賃借料の内訳

・行政事務用パソコン等の更新 ２１１，４１０千円

・コラボレーションツールの活用 ２０，６１２千円

・現行の行政事務用パソコンの使用料等 ４５，２０３千円
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行政情報ネットワーク再構築事業について

デジタル政策推進課

１ 目的

ペーパーレス化や場所にとらわれない柔軟な働き方の実現を図るため、庁舎内の執務室等における行政情報ネッ

トワーク接続の無線ＬＡＮ環境を整備する。

また、行政情報ネットワークを構成する機器の更新等を行う。

２ 内容

（１）行政情報ネットワーク接続の無線ＬＡＮ化対応

本庁舎、第二庁舎、秋田地方総合庁舎及び議会棟において行政情報ネットワーク接続の無線ＬＡＮ化に向けた

作業を行う。

（２）セキュリティ対策機器の更新

メーカーサポートが令和６年度中に終了するセキュリティ対策機器（スパムメール対策機器、リモート保守通

信接続機器）の更新を行う。

（３）ネットワーク機器の保守

令和５年度に導入したネットワーク機器の保守を行う。
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３ 予算額

１９６，６５１千円（ ２，７１１千円、 １９３，９４０千円）

：公営企業会計適用組織からのシステム利用負担金

（１）行政情報ネットワーク接続の無線ＬＡＮ化対応

１８７，２７１千円 委託料 １８７，２７１千円

・作業費 １６４，６２９千円

・機器管理費 ２２，６４２千円

（２）セキュリティ対策機器の更新 ７，７２５千円 委託料 ７，７２５千円

・機器調達費 ４，７０７千円

・構築業務費 ３，０１８千円

（＠７０，４００円×４２．８７人日）

（３）ネットワーク機器の保守 １，６５５千円 委託料 １，６５５千円

・機器管理費 １，６５５千円
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新財務会計システム構築事業について

デジタル政策推進課

１ 目的

行政事務の効率化やペーパーレス化を推進するため、新たな財務会計システムを構築する。

２ 内容

（１）システム構築

新システムの要件定義、設計、製造、現行システムからのデータ移行等を行う。

新システムの概要

・職員の業務効率化を図るために、財務会計システムと予算編成システム等を統合する。

・テレワークやペーパーレス化を推進するために、電子決裁機能を追加する。

・事務ミスを防止するために、内部統制で行っている審査チェックを含めた各種チェック機能を充実する。

（２）発注者工程管理等支援

新システムは要件が多岐にわたり、構築期間が複数年度となる難易度の高いプロジェクトであるため、県と

システム構築業者の間に立ち、プロジェクト管理、工程管理、課題管理、リスク管理等の発注者支援を行う。

３ 予算額

（１）継続費

総額：１，７７１，０８８千円（ １，７７１，０８８千円）

年度：令和６年度～令和８年度

（千円）

区 分 令和６年度 令和７年度 令和８年度 総額

システム構築 ３２２，３００ ９８３，４００ ３７９，３６８ １，６８５，０６８

発注者工程管理等支援 ３４，７６０ ２４，８６０ ２６，４００ ８６，０２０

合 計 ３５７，０６０ １，００８，２６０ ４０５，７６８ １，７７１，０８８
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（２）当初予算額

３５７，０６０千円（ ３５７，０６０千円）

① システム構築 ３２２，３００千円 委託料 ３２２，３００千円

・要件定義及び基本設計 ３２２，３００千円

（＠７０，４００円×４，５７８．１２人日）

② 発注者工程管理等支援 ３４，７６０千円 委託料 ３４，７６０千円

４ 全体スケジュール

区 分 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

概要設計（実施中）

プロジェクト立ち上げ

要件定義

シ 基本設計

ス 現有機能

テ 新規機能

ム 詳細設計、製造

構 現有機能

築 新規機能

運用保守設計

データ移行等

システム利用

Ｒ９年１月開始▲

発注者工程管理等支援
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令和６年度に実施する主な統計調査について

調査統計課

１ 全国家計構造調査（全国家計構造調査費）

（１）目的

家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水準、構造

等を全国的及び地域別に明らかにする。

（２）内容

・調 査 期 間 令和６年１０月～１１月

・対 象 県内全１３市、八峰町、羽後町（計１，３３４世帯）

・項 目 家計簿（日々の家計の収入、支出、預貯金の出し入れ等）

年収・貯蓄等（年間収入、預貯金などの金融資産、借入金等）

世帯（世帯構成、世帯員の就業・就学状況、現住居の状況、現住居以外の住宅・土地の保

有状況等）

個人収支簿（１８歳以上の世帯員の「個人的な収入」及び「個人的な支出」内訳等）

・結果の公表 家計収支に関する一部集計は、令和７年１２月までに公表

その他の集計は、令和８年以降順次公表

（３）予算額

３２，７１１千円（ ３２，６９６千円、 １５千円） ：統計調査地方公共団体委託費

報酬 ２，４９７千円

旅費、需用費等 ２，８０１千円

負担金補助及び交付金 ２７，４１３千円
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２ ２０２５年農林業センサス（農林業センサス費）

（１）目的

我が国の農林業の生産構造・就業構造等の実態や農山村地域の現状を把握することにより、農林業に関す

る基礎資料を整備する。

（２）内容

・基 準 日 令和７年２月１日

・対 象 農林業経営体

・項 目 経営形態、労働力、経営耕地面積、農作物の生産・販売状況等

・結果の公表 概要は、令和７年１１月までに公表

詳細は、令和８年３月以降順次公表

（３）予算額

１１５，７８０千円（ １１５，７６５千円、 １５千円） ：統計調査地方公共団体委託費

報酬 ５８４千円

旅費、需用費等 ３，６８４千円

負担金補助及び交付金 １１１，５１２千円
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【参考】

                                                                      

番号 目     的 基準日等 対   象   等 結果の活用方法

1  家計の消費、所得、資産、負 5年ごと  県内全13市、八峰町、羽後町 ・国や地方公共団体における各種
 債を把握し、世帯の所得分布、 10～11月  1,334世帯 　政策の企画・立案のための基礎
 消費水準等を明らかにする｡ 　資料

2  農林業の生産構造、就業構造 5年ごと  農林業経営体 ・農林行政上の基礎資料　
 を明らかにし、農山村の実態 2 月 1 日  (参考)2020年　29,467経営体 ・地方交付税算定の基礎資料
 を把握する。 ・大学等での研究分析の基礎資料　

3  2025年国勢調査に先立ち、調 5年ごと  秋田市（10調査区） ・2025年国勢調査実施事務の参考
 査方法等を実地に検討し、調 6月19日 　
 査実施事務の準備を行う。  

4  2025年国勢調査の実施に当た 5年ごと  全市町村の基本単位区及び調査区 ・調査結果の集計及び各種統計調
 り、調査員の担当区域を明確 10月1日 　査実施の際の基礎資料
 にする｡   

5  国及び地方公共団体の全ての 毎 年  約2,000事業所 ・各種統計調査実施のための母集
 事業所の活動状態等を把握す 6 月 1 日 　団情報の整備
 る。

6  学校数、学級数、児童数等の 毎 年  小･中･高等学校、幼稚園、認定こども園、 ・学校教育行政上の基礎資料
 学校に関する基本的事項を把 5 月 1 日  特別支援学校、専修学校、各種学校 ・地方交付税算定の基礎資料
 握する。   (約500校)

7  児童・生徒及び幼児の発育、 毎 年  小･中･高等学校、幼稚園及び認定こども ・学校保健行政上の基礎資料
 健康状態を把握する。 4 ～ 6 月  園(約150校）

8  国民の就業及び不就業の状態 毎 月  約400世帯 ・失業率算出
 を把握する。 ・景気判断や雇用対策等の基礎資

　料

令和６年度に実施する統計調査

名　　称

全国家計構造調査

２ ０ ２ ５ 年
農林業セン サ ス

国 勢 調 査
第３次試験 調 査

国 勢 調 査
調 査 区 設 定

経済センサ ス －
基礎調査乙 調 査

学 校 基 本 調 査

学校保健統計調査

労 働 力 調 査

（経済セン
サス－活動
調査実施年
を除く）
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番号 目     的 基準日等 対   象   等 結果の活用方法名　　称

9  商品小売価格、サービス料金 毎 月 【動向編】 ・政府が毎月発表する月例経済報
 及び家賃の価格の変化を把握 ・価格調査(秋田市､横手市の約310店舗) 　告の基礎資料
 する。 ・家賃調査(23事業所) ・消費者物価指数算定の基礎資料

【構造編】 ・経済政策等の基礎資料
・地域別価格差調査
　(大館市、大仙市の8店舗）

10  二人以上の世帯及び単身世帯 毎 月 ・二人以上の世帯 ・政府が毎月発表する月例経済報
 の家計収支の実態を把握する｡   秋田市(96)､大館市(24) 　告の基礎資料

・単身世帯 ・経済政策等の基礎資料
　秋田市(8)､大館市(2)

11  雇用、給与及び労働時間につ 毎 月  常用労働者数別 ・厚生労働省における失業給付や
 いて、毎月の動向を把握する｡ ・第1種(30人以上)　約340事業所 　休業補償の算定の基礎資料

・第2種(5～29人)　 約240事業所 ・秋田県景気動向指数や各種機関

毎 年 ・常用労働者1～4人 約420事業所
7月31日   

12  県内の経済活動の状況を計量 毎 年 度  生産、分配、支出の三面から捉えた県経 ・県経済の分析や諸施策の基礎資
 把握する。  済の規模、構造、成長率、所得水準等 　料

13  市町村内の経済活動の状況を 毎 年 度  市町村の経済規模、構造、成長率、所得 ・市町村経済の分析や諸施策の基
 計量把握する。  水準等 　礎資料

14  各種経済指標に基づき県内景 毎 月  県内景気動向に関連する23の指標 ・県内景気の状況について判断す
 気の動向を把握する。  　るための基礎資料

15  本県の鉱工業の生産動向を把 毎 月  鉱工業総合130品目を生産する主な事業所 ・秋田県景気動向指数等各種景気
 握する。  (約170事業所) 　動向分析の基礎資料

16  本県の年齢別・男女別人口及 毎 月  市町村 ・人口対策等各種施策の基礎資料
 び世帯の移動状況を把握する｡ 　

17  人口移動の理由について、実 毎 月  転出入者 ・人口対策等各種施策の基礎資料
 態を把握する。 　

※ 国の委託調査：番号１～11
県の単独調査：番号12～17

小売物価統計調査

家 計 調 査

毎月勤労統計調査

特 別 調 査

秋田県県民 経 済
計算＿＿＿ ＿ ＿

秋田県市町 村 民
経済計算＿ ＿ ＿

秋田県景気 動 向
指数＿＿＿ ＿ ＿

秋田県鉱工 業 生
産指数作成 調 査

秋田県年齢 別 人
口流動調査 ＿ ＿

秋田県人口 移 動
理由実態調 査 ＿

　の賃金・労働時間等の動向把握
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日本語教育環境整備推進事業について

国際課

１ 目的

人口減少や少子高齢化の進行に伴う企業の人手不足を背景に、在住外国人の増加が見込まれている。在住外

国人が地域の一員として安全・安心に生活するためには日本語の習得が必要不可欠となることから、日本語教

育環境の整備を推進する。

２ 内容

（１）秋田県地域日本語教育推進会議の開催

日本語教育の推進に関する取組を具体的に協議するため、各分野の専門家で構成する推進会議を開催する。

・開 催 年５回

・構成委員 １１名（学識経験者、日本語教育機関、外国人受入企業、市町村、在住外国人等）

（２）基本的方針の周知啓発活動

日本語教育環境の整備に向け、日本語教育関係者や県民の意識啓発及び理解促進を図るため、「秋田県日本

語教育の推進に関する基本的方針（令和６年３月策定予定）」に関する説明会を各地域で開催する。

・対 象 者 市町村、教育関係者、企業、在住外国人、住民等

（３）日本語指導者等に対する養成講座の開催

地域日本語教室の指導者や指導者となり得る人材を確保するため、日本語指導に求められる知識や技能の

習得及び向上を図るための養成講座を開催する。

・委 託 先 秋田県国際交流協会

・開 催 年４回

・対 象 者 地域日本語教室の指導者、日本語教育に関心のある者
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３ 予算額

１，５９７千円（㊀１，５９７千円）

（１）秋田県地域日本語教育推進会議の開催 ９６５千円 報償費 ６００千円

旅費 ２５９千円

会場使用料等 １０６千円

（２）基本的方針の周知啓発活動 １３５千円 報償費 ６０千円

旅費 １５千円

会場使用料等 ６０千円

（３）日本語指導者等に対する養成講座の開催 ４９７千円 委託料 ４９７千円

・報償費 ２２４千円

・旅費 ３８千円

・会場使用料等 ２３５千円
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「市町村への権限移譲の推進に関する条例の一部を改正する条例案」について（議案第７３号）

市町村課

１ 改正理由

知事の権限に属する事務の市町村への移譲の推進を図るため、生活・安全安心パッケージに係る権限移譲対

象事務に旅券法施行規則第７条第５項の規定による申請者の法定代理人として届出をされた者が当該申請者の

法定代理人であることの確認等の事務を加える等の必要がある。

２ 改正内容

（１）権限移譲対象事務及び経由事務に係る対象市町村に建築基準法第９７条の２第２項の建築副主事を置く市

町村を加える。（別表第１７及び別表第８５関係）

（２）権限移譲対象事務に旅券法施行規則第７条第５項の規定による申請者の法定代理人として届出をされた者

が当該申請者の法定代理人であることの確認及び当該確認のための書類の提示等の要求の事務を加える。（別

表第７２の３の２関係）

（３）経由事務に建築基準法施行令第１３７条の１２第６項の規定による既存の建築物の敷地と道路との関係に

関する制限の適用除外に係る認定の申請の受理等の事務を加える。（別表第８５関係）

（４）その他所要の規定の整理を行う。

３ 施行期日

令和６年４月１日

ただし、２（２）は令和６年７月１日
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市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

別
表
第
十
七
（
第
四
条
関
係
）

別
表
第
十
七
（
第
四
条
関
係
）

権

限

移

譲

対

象

事

務

対
象
市
町
村

権

限

移

譲

対

象

事

務

対
象
市
町
村

一
～
九

略

建
築
基
準
法

一
～
九

略

建
築
基
準
法

（
昭
和
二
十

（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第

五
年
法
律
第

二
百
一
号
）

二
百
一
号
）

第
四
条
第
一

第
四
条
第
一

項
の
建
築
主

項
の
建
築
主

事
を
置
く
市

事
を
置
く
市

及
び
同
条
第

及
び
同
条
第

二
項
若
し
く

二
項
又
は

は
同
法
第
九

同
法
第
九

十
七
条
の
二

十
七
条
の
二

第
一
項
の
建

第
一
項
の
建

築
主
事
又
は

築
主
事
を
置

同
条
第
二
項

く
市
町
村

の
建
築
副
主

事
を
置
く
市

町
村

備
考

こ
の
表
に
掲
げ
る
権
限
移
譲
対
象
事
務
は
、
建
築
基
準
法
第
九

備
考

こ
の
表
に
掲
げ
る
権
限
移
譲
対
象
事
務
は
、
建
築
基
準
法
第
九

十
七
条
の
二
第
一
項
の
建
築
主
事
又
は
同
条
第
二
項
の
建
築
副
主
事

十
七
条
の
二
第
一
項
の
建
築
主
事

を
置
く
対
象
市
町
村
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
六
条
第
一
項
第
四
号
に

を
置
く
対
象
市
町
村
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
六
条
第
一
項
第
四
号
に

掲
げ
る
建
築
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。

掲
げ
る
建
築
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。

別
表
第
二
十
三
（
第
六
条
関
係
）

別
表
第
二
十
三
（
第
六
条
関
係
）

権

限

移

譲

対

象

事

務

対
象
市
町
村

権

限

移

譲

対

象

事

務

対
象
市
町
村

一
～
三

略

町
村
（
福
祉

一
～
三

略

町
村
（
福
祉

四

児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

事
務
所
を
設

四

児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

事
務
所
を
設

本
人
等
か
ら
の
報
告
の
徴
収
等
（
前
号
に
掲
げ
る
徴

置
す
る
町
村

本
人
等
か
ら
の
報
告
の
徴
収
等
（
前
号
に
掲
げ
る
徴

置
す
る
町
村

収
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
除
く
。
）

収
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
除
く
。
）

別
表
第
七
十
二
の
三
の
二
（
第
十
一
条
関
係
）

別
表
第
七
十
二
の
三
の
二
（
第
十
一
条
関
係
）

権

限

移

譲

対

象

事

務

対
象
市
町
村

権

限

移

譲

対

象

事

務

対
象
市
町
村

一
～
十
四

略

市
町
村

一
～
十
四

略

市
町
村

十
五

省
令
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
者
の

法
定
代
理
人
と
し
て
届
出
を
さ
れ
た
者
が
当
該
申
請

者
の
法
定
代
理
人
で
あ
る
こ
と
の
確
認
及
び
当
該
確

認
の
た
め
の
書
類
の
提
示
等
の
要
求

十
六

省
令
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
出
頭
し

十
五

省
令
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
出
頭
し

た
者
の
身
分
上
の
確
認
及
び
当
該
確
認
の
た
め
の
書

た
者
の
身
分
上
の
確
認
及
び
当
該
確
認
の
た
め
の
書

類
等
の
提
示
等
の
要
求

類
等
の
提
示
等
の
要
求
（
第
八
号
に
掲
げ
る
一
般
旅

券
の
交
付
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

備
考

略

備
考

略

別
表
第
八
十
五
（
第
十
三
条
関
係
）

別
表
第
八
十
五
（
第
十
三
条
関
係
）

経

由

事

務

対
象
市
町
村

経

由

事

務

対
象
市
町
村

一

略

市
町
村
（
建

一

略

市
町
村
（
建

築
基
準
法
第

築
基
準
法
第

四
条
第
一
項

四
条
第
一
項

の
建
築
主
事

の
建
築
主
事

を
置
く
市
及

を
置
く
市
及

び
同
条
第
二

び
同
条
第
二

項
若
し
く
は

項
又
は

同
法
第
九
十

同
法
第
九
十

七
条
の
二
第

七
条
の
二
第

一
項
の
建
築

一
項
の
建
築
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主
事
又
は
同

主
事
を
置
く

条
第
二
項
の

市
町
村

建
築
副
主
事

を
置
く
市
町

村
を
除
く
。

を
除
く
。

）

）

二

略

建
築
基
準
法

二

略

建
築
基
準
法

第
九
十
七
条

第
九
十
七
条

の
二
第
一
項

の
二
第
一
項

の
建
築
主
事

の
建
築
主
事

又
は
同
条
第

二
項
の
建
築

副
主
事
を
置

を
置

く
市
町
村

く
市
町
村

三
～
二
十
五

略

略

三
～
二
十
五

略

略

二
十
六

建
築
基
準
法
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
法

市
町
村
（
法

二
十
六

建
築
基
準
法
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
法

市
町
村
（
法

」
と
い
う
。
）
及
び
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二

第
四
条
第
一

」
と
い
う
。
）
及
び
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二

第
四
条
第
一

十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
に
基
づ
く
事
務
の

項
の
建
築
主

十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
に
基
づ
く
事
務
の

項
の
建
築
主

う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

事
を
置
く
市

う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

事
を
置
く
市

～

略

及
び
同
条
第

～

略

及
び
同
条
第

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第

二
項
若
し
く

二
項
又
は

六
項
の
規
定
に
よ
る
既
存
の
建
築
物
の
敷
地
と
道

は
同
法
第
九

同
法
第
九

路
と
の
関
係
に
関
す
る
制
限
の
適
用
除
外
に
係
る

十
七
条
の
二

十
七
条
の
二

認
定
の
申
請
の
受
理

第
一
項
の
建

第
一
項
の
建

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第

築
主
事
又
は

築
主
事
を
置

七
項
の
規
定
に
よ
る
既
存
の
建
築
物
の
道
路
内
の

同
条
第
二
項

く
市
町
村

建
築
制
限
の
適
用
除
外
に
係
る
認
定
の
申
請
の
受

の
建
築
副
主

理

事
を
置
く
市

略

町
村
を
除
く

略

を
除
く

。
）

。
）

二
十
七

建
築
基
準
法
及
び
建
築
基
準
法
施
行
令
に
基

建
築
基
準
法

二
十
七

建
築
基
準
法
及
び
建
築
基
準
法
施
行
令
に
基

建
築
基
準
法

づ
く
事
務
の
う
ち
、
前
号

、
㈡
及
び
㈣
か
ら

ま

第
九
十
七
条

づ
く
事
務
の
う
ち
、
前
号

、
㈡
及
び
㈣
か
ら

ま

第
九
十
七
条

で
に
掲
げ
る
も
の
（
同
号
㈠
、
㈣
、

（
同
法
第
八

の
二
第
一
項

で
に
掲
げ
る
も
の
（
同
号
㈠
、
㈣
、

（
同
法
第
八

の
二
第
一
項

十
五
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
に
係
る

の
建
築
主
事

十
五
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
に
係
る

の
建
築
主
事

も
の
を
除
く
。
）
、

、

、

、

、

（
同
法

又
は
同
条
第

も
の
を
除
く
。
）
、

、

、

、

、

（
同
法

第
八
十
七
条
の
三
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申

二
項
の
建
築

第
八
十
七
条
の
三
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申

請
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び

か
ら

ま
で
に

副
主
事
を
置

請
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び

に

を
置

掲
げ
る
事
務
に
あ
っ
て
は
、
同
令
第
百
四
十
八
条
第

く
市
町
村
（

掲
げ
る
事
務
に
あ
っ
て
は
、
同
令
第
百
四
十
八
条
第

く
市
町
村
（

一
項
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
又
は
工
作
物
に
係
る
も

建
築
審
査
会

一
項
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
又
は
工
作
物
に
係
る
も

建
築
審
査
会

の
を
除
く
。
）

を
設
置
す
る

の
を
除
く
。
）

を
設
置
す
る

市
町
村
を
除

市
町
村
を
除

く
。
）

く
。
）

二
十
八

建
築
基
準
法
及
び
建
築
基
準
法
施
行
令
に
基

建
築
基
準
法

二
十
八

建
築
基
準
法
及
び
建
築
基
準
法
施
行
令
に
基

建
築
基
準
法

づ
く
事
務
の
う
ち
、
第
二
十
六
号

、
㈡
及
び
㈣
か

第
九
十
七
条

づ
く
事
務
の
う
ち
、
第
二
十
六
号

、
㈡
及
び
㈣
か

第
九
十
七
条

ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
（
同
号
㈠
、
㈣
か
ら
㈥
ま

の
二
第
一
項

ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
（
同
号
㈠
、
㈣
か
ら
㈥
ま

の
二
第
一
項

で
、

（
同
法
第
五
十
二
条
第
十
四
項
（
同
項
第
二

の
建
築
主
事

で
、

（
同
法
第
五
十
二
条
第
十
四
項
（
同
項
第
二

の
建
築
主
事

号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
許

又
は
同
条
第

号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
許

可
の
申
請
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、

、

、

二
項
の
建
築

可
の
申
請
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、

、

、

（
同
法
第
六
十
八
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る

副
主
事
を
置

（
同
法
第
六
十
八
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る

を
置

許
可
の
申
請
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、

、

（

く
市
町
村
（

許
可
の
申
請
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、

、

（

く
市
町
村
（

同
法
第
八
十
五
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申

建
築
審
査
会

同
法
第
八
十
五
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申

建
築
審
査
会

請
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、

、

、

、

、

を
設
置
す
る

請
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、

、

、

、

、

を
設
置
す
る

（
同
法
第
八
十
七
条
の
三
第
七
項
の
規
定
に
よ
る

市
町
村
に
限

（
同
法
第
八
十
七
条
の
三
第
七
項
の
規
定
に
よ
る

市
町
村
に
限

許
可
の
申
請
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び

か
ら

る
。
）

許
可
の
申
請
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び

に

る
。
）

ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
あ
っ
て
は
、
同
令
第
百
四

掲
げ
る
事
務
に
あ
っ
て
は
、
同
令
第
百
四

十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
又
は
工
作
物

十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
又
は
工
作
物

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
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「秋田県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の

利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例案」について（議案第７４号）

デジタル政策推進課

１ 改正理由

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法

律第４８号）による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第

２７号）の一部改正に伴い、所要の規定の整理を行う必要がある。

２ 改正内容

（１）第３条第１項及び第３項中「法別表第二の第二欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事務」に改める。（第

３条関係）

（２）第３条第３項中「同表の第四欄に掲げる特定個人情報」を「利用特定個人情報」に改める。（第３条関係）

３ 施行期日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日又

はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行することとする。

－19－



秋
田
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

（
個
人
番
号
の
利
用
範
囲
）

（
個
人
番
号
の
利
用
範
囲
）

第
三
条

法
第
九
条
第
二
項
の
条
例
で
定
め
る
事
務
は
、
別
表
第
一
の
上
欄
に

第
三
条

法
第
九
条
第
二
項
の
条
例
で
定
め
る
事
務
は
、
別
表
第
一
の
上
欄
に

掲
げ
る
県
の
執
行
機
関
が
行
う
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
、
別
表
第
二
の

掲
げ
る
県
の
執
行
機
関
が
行
う
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
、
別
表
第
二
の

上
欄
に
掲
げ
る
県
の
執
行
機
関
が
行
う
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
務
及
び
県

上
欄
に
掲
げ
る
県
の
執
行
機
関
が
行
う
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
務
及
び
県

の
執
行
機
関
が
行
う
特
定
個
人
番
号
利
用
事
務

と
す
る
。

の
執
行
機
関
が
行
う
法
別
表
第
二
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

２

略

２

略

３

県
の
執
行
機
関
は
、
特
定
個
人
番
号
利
用
事
務

を
処
理
す
る

３

県
の
執
行
機
関
は
、
法
別
表
第
二
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
処
理
す
る

た
め
に
必
要
な
限
度
で
、
利
用
特
定
個
人
情
報

で
あ
っ

た
め
に
必
要
な
限
度
で
、
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
特
定
個
人
情
報
で
あ
っ

て
当
該
県
の
執
行
機
関
が
保
有
す
る
も
の
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

て
当
該
県
の
執
行
機
関
が
保
有
す
る
も
の
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

４

略

４

略
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